
５ 情報の共有 

 

○三鷹市自治基本条例 

平成 17年 10月１日条例第 17 号 

改正 平成 19年３月 12日条例第３号 

○多摩市自治基本条例 

平成 16年３月 31日条例第１号 

改正  平成 22 年３月 15日条例第４号 

○阪南市自治基本条例  

平成 21 年 6 月 5 日条例第 21 号  

 

○明石市自治基本条例 

平成 22年３月 26日条例第３号 

○流山市自治基本条例 

平成 21年３月 30日条例第１号 

 

○相生市市民参加

条例  

平成 16 年 3 月 24

日条例第 12 号  

第５章 市政運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（情報公開等） 

第 14 条 市は、市の保有する情報が市

民の共有財産であり、すべての人の知

る権利の実効的保障が、市民参加及び

公正かつ民主的な市政運営の推進の

ために極めて重要であることを認識

し、開かれた自治体として積極的な情

報公開及び情報提供を行わなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 情報の共有 

（情報共有） 

第 17 条 市議会及び市の執行機関は、

保有する情報が、市民共有の財産であ

ることから、これを市民にとってわか

りやすいものにしなければなりませ

ん。 

２ 市議会及び市の執行機関は、市民の

参画及び協働にあたって、情報が共有

されるよう、必要な措置を講じなけれ

ばなりません。 

（情報公開） 

第 18 条 市議会及び市の執行機関は、

市民の知る権利を保障し、公正で透明

な市政の実現を図るため、情報の公開

を総合的に推進しなければなりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8 章  情報の共有  

(情報の収集及び活用 ) 

第 20 条  議会及び執行機関は、

市政の運営に必要な情報を収

集し、有効に活用しなければな

らない。  

２  議会及び執行機関は、市民が

容易に情報を得られるよう、適

切な仕組みを整備しなければ

ならない。  

 

(情報公開等 ) 

第 21 条  議会及び執行機関は、

市民の参画及び協働の実効性

を確保するため、その保有する

情報を、保護すべき情報を除

き、速やかにかつ積極的に公開

しなければならない。  

２  議会及び執行機関は、附属機

関等の会議及び会議録を、保護

すべき情報を除き、公開しなけ

ればならない。  

３  市民は、地域の課題を解決す

るため、互いにその保有する情

報の共有に努めるものとする。 

４  執行機関は、前項の共有のた

め、必要に応じて支援しなけれ

ばならない。  

５  第 1 項及び第 2 項に規定する

公開の手続について必要な事

項は、別に条例で定める。  

 

 

 

 

 

 

第３節 情報の共有 

（情報の共有における市長等の責務） 

第 21 条 市長等は、市民が必要とする

情報を的確に把握するとともに、市政

情報を適切な時期に、適切な方法で、

積極的に、分かりやすく市民に公開及

び提供するなど、情報の共有を図らな

ければならない。 

２ 市長等は、別に条例で定めるところ

により、積極的に各種の情報の提供又

は公表を進め、情報公開を総合的に推

進していくことに努めなければなら

ない。 

（市民から市長等への情報提供） 

第 23 条 市民は、市長等に対して積極

的に必要な情報の公開若しくは提供

を求め、又は地域での情報を積極的に

提供し、情報の共有に努めるものとす

る。 

（市民同士の情報の共有） 

第 24 条 市民は、互いに、個人情報の

保護には十分配慮した上で、積極的に

情報の交換を行い、情報の共有に努め

るものとする。 

２ 市民活動を行う者又は団体は、その

活動内容を地域において積極的に公

開し、情報の共有に努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 情報共有と個人情報の保護 

（知る権利） 

第７条 市民等は、市及び議会が保有す

る情報を知る権利を有しています。 

（情報共有） 

第８条 市及び議会が保有する情報は、

市民等との共有物であって、市及び議

会は、これを適正に管理し、公正かつ

公平に提供するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 情報の共有 

 

（個人情報の保護） 

第 15 条 市は、市民の基本的人権を守

るため、個人情報の適正な保護を行う

とともに、何人に対しても、自己に係

る個人情報の開示と適正な措置を請

求する権利を保障するため、必要な措

置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明責任） 

第 17 条 市長等は、政策決定の理由を

説明する責任を有するとともに、計画

の策定及び事業の実施に当たって掲

げた目標について、達成の有無及び達

成状況等の結果を市民に分かりやす

く説明しなければならない。 

（個人情報の保護） 

第 19 条 市議会及び市の執行機関は、

市民の自己に関する個人情報の開示、

訂正、削除等を請求する権利を保障す

るとともに、個人情報の保護措置を講

じ、市民の基本的人権を擁護し、信頼

される市政を実現しなければなりま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明・応答責任） 

第 20 条 市の執行機関は、市民に対し

市政に関する事項を説明する責務を

果さなければなりません。 

２ 市の執行機関は、市民から寄せられ

た意見その他市民からの要望等に対

し、応答する責任を負うものとしま

す。 

 

(個人情報の保護 ) 

第 22 条  議会及び執行機関は、

その保有する個人情報を適正

に管理し、個人情報の保護を行

うために必要な措置を講じな

ければならない。  

２  議会及び執行機関は、その保

有する個人情報の開示、訂正及

び利用停止等を請求する市民

の権利を明らかにしなければ

ならない。  

３  前 2 項に規定する措置及び権

利について必要な事項は、別に

条例で定める。  

 

 

(説明責任 ) 

第 23 条  執行機関は、市政の運

営に関する重要な事項の立案、

実施及び評価の過程において、

その経過、内容、効果等につい

て、市民に情報の提供を行うと

ともに、わかりやすく説明しな

ければならない。  

 

（個人情報の保護） 

第 22 条 市長等は、情報の共有に当た

っては、別に条例で定めるところによ

り、市政全体において、個人情報を保

護しなければならない。 

 

（個人情報の保護） 

第 10 条 市及び議会は、個人に関する

情報を適正に管理し、保護しなければ

なりません。 

２ 何人も市及び議会に対して、開示、

訂正、削除その他の自己に関する個人

情報の適正な管理のための行為を請

求することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（説明責任） 

第９条 市及び議会は、市政に関し、市

民等に積極的に説明する責任を負う

とともに、市民等の説明の求めに対し

て速やかに、かつ、誠実に説明する責

任を負います。 

 

 


